きさらづ海洋少年団後援会会則
第１条　この会は、きさらづ海洋少年団後援会（以下本会という。）と称する。

第２条　本会は、きさらづ海洋少年団の育成発展に寄与することを目的とする。

第３条　本会は、前条の目的を達成するため関係機関、団体などとの連絡を密にし、
次の事業を行う。

　   (1)  海洋少年団の発展、普及及び宣伝に関すること。

　　  (2)　海洋少年団の行う事業に対する援助協力に関すること。

　　  (3)　その他の本会の目的を達成するために必要な事業。

第４条　本会は、団員の父兄及び本会の趣旨に賛同する個人、会社、団体などを
もって組織する。
第５条　本会に次の役員を置く。

　　  (1)　会　長　　1名

　　  (2)　副会長　　1名

　　  (3)　幹　事　　若干名

　　  (4)　監　事　　若干名（内、会計監事担当、会計監査担当を各1名とする。）

第６条　会長、副会長は、役員の推薦による。

　　　　  監事は役員の推薦により会長が委嘱する。

第７条　会長は、本会を代表し、会務を統理する。

　　　　  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。

　　　　  監事は、会長の指示を受け、会務を掌理する。

　　　　  会計監事は、本会の会計を司る。

　　　　　会計監査は、会計を監査する。
第８条　役員の任期は、2年とする。但し、重任は妨げない。

第９条　総会及び役員会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集し議長となる。

第１０条  総会は、会員の三分の一以上の出席をもって成立し、議事は出席者による
多数決をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
第１１条  本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入による。

第１２条  本会の会費は、年間「法人・団体」は一口一万円、「個人」は一口五千円とし、
会員は一口以上とする。

第１３条  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第１４条  本会の会計報告は、毎年5月に前年度の会計収支を決算し、会計監査を経て、
文書を以って会員に報告する。

付　則　　本会則は、平成19年7月1日からこれを施行する。
